
財務諸表の注記 

１． 重要な会計方針 

財務諸表の作成は、NPO 法人会計基準によっています。 

（1） ボランティアによる役務の提供 

ボランティアによる役務の提供は、「3．活動の原価算定にあたって必要なボランティ

アによる役務の提供の内訳」として注記しています。 

 

２． 事業別損益状況 

事業別損益の状況は、別添資料 6－１のとおりです。 

 

３． 活動の原価算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳 

主催事業のみ記載                         （単位：円） 

内容 金額 算定方法 

赤城元気会議継承事業 

R353 清掃活動 

40 名×３時間 
１０７，４００ 

群馬県の最低賃金８９５

円によって算定していま

す。 

 

 

４.使途等が制約された寄付金等の内訳 

使途等が制約された寄付金は以下のとおりです。当法人の正味財産は２，３２９，８１５円で

すが、そのうち２３４，５２３円は覚満淵花ごよみ事業に使用される財産です。したがって使

途が制約されていない正味財産は２，０９５，２９２円です。 

（単位：円） 

内容 前期繰越額 当期受入額 

(寄付金) 

当期減少額 次期繰越額 

覚満淵花ごよみ

事業 

163,360 

 

71,163 0 234,523 

 

5.役員及びその近親者との取引の内容 

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。 

科目 財務諸表に計上さ

れた金額 

内、役員との取引 内、近親者及び支配

法人等との取引 

（活動計算書） 

費用 

管理費 業務委託費 

管理費 給与手当 

 

 

500,000 

200,000 

 

 

500,000 

200,000   

 

 

       0 

       0      



 


